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長期にわたる複数の情報源の連結必要性

•長期にわたって１つの事業のデータだけで、多岐にわたる多様な健
康医療情報を追跡収集することは困難

•従って、複数の事業または制度からの情報源を効率的に活用するこ
とが大切

• そのためには複数の情報源のデータを、必要に応じて個人レベルで
連結して、解析できるよう考えておく必要がある

•現実には、個人情報保護法上の制約、それに伴う匿名化、情報管
理上の手続きの問題などから、複数の情報源のデータを事後に連
結することは、法的な裏付けが無ければ非常に困難な状況

• あらかじめ連結を想定して準備しておくことが必要



事例）医療レセプトと介護レセプトとの連結

レセプト上にある氏名文字、性別、生年
月日の文字列に一定の文字列を加え
てからハッシュ値を計算してそれをIDと
して使う。

ハッシュ値：一方向性ハッシュ関数と呼
ばれる関数により、ある文字列を計算
処理した作成した文字列。

異なる文字列からは、原則として異なる
全く別の文字列が生成される。
生成された文字列から元の文字列を計
算で求めることが事実上できない。

特定健診データとレセプトデータの連結
も基本的な仕組みは同じ。

厚生労働省保険局医療介護連携政策課より提供



ハッシュ値の例

方式 医療レセプトと介護レセプト
との連結

医療レセプトと介護レセフト
との連結

SHA1
2f8c3ffed405d2eed74d044d
281c4162b05b40fe

94d1717f89c57d9bdbec17a7
5f43cd6e33062a8e

SHA256

9be42a5e80b22a0c8620eb8
bbda7e05fab58daff312ecbf
9e2ce8948120ca52d

7385722f7b9c51136dd54013
71b1ce1e93c53eb464e3951
67ffd03770bdc2c3e





医療レセプトと介護レセプトと、他の公的DBとの連結の課題

DPCデータベース 全国がん登録
データベース

指定難病・小児慢
性特定疾病
データベース

MIDーNET
（PMDA）

人口動態調査
（死亡表）

氏名等情報か
ら共通のIDを
生成すれば、
連結できる可
能性あり。
令和4年度以降
の連結に向け
た共通ハッ
シュIDの生成
を準備

がん登録推進
法との整合性
に留意が必要。
連結解析によ
り匿名化され
た情報から個
人特定につな
がらないよう
検討が必要

告示で定めら
れている。
他のDBとの連
結を前提とし
ていないため、
連結に必要な
項目を追加取
得するなど個
票の変更が必
要

連結に必要な
ハッシュ生成
をPMDA側シ
ステムで取得
できるように
設計されてい
ない

統計法との整
合性を検討す
る必要あり

連結に必要な
項目をどれに
するか検討が
必要

「医療・介護データ等の解析基盤に関する有識者会議報告書」（平成30年11月16日）より作成



被保険者番号は従来は世帯単位
の番号であった。

これに2桁の個人番号を追加して、
被保険者番号を個人単位化。

これをマイナンバーと1対1で保険
者から、支払基金・国保中央会が
管理する資格履歴データベース登
録し一元的に管理。

↓

保険証のオンライン資格確認を
マイナンバーカードで行うシステム
2021年10月から運用開始



２つのポイント

1. 個人番号化した被保険者番号は、保険者異動ごとに異なる番号
になる。
その変遷履歴情報または異なる被保険者番号が同一人物かどう
かを問い合わせることは、研究事業で可能か？

2. 個人番号化した被保険者番号には告知要求制限が設定された。
研究事業で個人番号化した被保険者番号を要求してデータベー
スに登録することは許されるか？



医療等情報の連結推進に向けた被保険者番号活用の仕組みについて
2019 年 10 月 2 日医療等情報の連結推進に向けた被保険者
番号活用の仕組みに関する検討会 報告書より



2019 年 10 月 2 日医療等情報の連結推進に向けた被保険者
番号活用の仕組みに関する検討会 報告書より

変遷履歴情報または異なる被保険者番号が同一
人物かどうかを問い合わせることは、研究事業
で可能か？



2019 年 10 月 2 日医療等情報の連結推進に向けた被保険者番号活用の仕組みに関する検討会

被保険者番号を要求してデータベースに登録することは許されるか？



２つのポイント

1. 個人番号化した被保険者番号は、保険者異動ごとに異なる番
号になる。その変遷履歴情報または異なる被保険者番号が同
一人物かどうかを問い合わせることは、研究事業で可能か？
→ 当面 Xと考えられる

2. 個人番号化した被保険者番号には告知要求制限が設定され
た。研究事業で個人番号化した被保険者番号を要求してデー
タベースに登録することは許されるか？
→ 事業やDBの性格で個別に検討されることが必要

この可能性を確認し、可能であれば、本人同意の上で個人番号化した被
保険者番号をDBに格納しておくことが重要ではないか


